
評価調書（県総合評価調書）

【評価の基準】

　　　（１）多様化・高度化する県民ニーズや社会経済情勢等の変化への的確な対応

　　　（２）厳しい財政状況を踏まえた簡素で効率的な事業展開

　　　（３）県の財政的、人的関与の適正化による主体的・機動的な団体運営

　　　（４）役職員体制の適正化による自律的かつ効率的な組織運営

　　　（５）積極的な情報提供の推進による団体に対する県民の理解と信頼の促進

１．評価結果（個別観点）

評　価

評価の目安

２．総合評価

総合コメント

評価内容観　点

　総支出額の８１．８%を県からの委託事業が占めている。
　また、県からの出捐金2億円を含めた基本財産2億5500万円の運用
収入約240万円が自主事業の財源となっている。

財務内容

県の財政的関
与について

今後の方向性

市町村レベルでの取り組みがより一層活
発になるよう市町村、各地区ごとの団体
と密接な連携を図っていく必要がある。

・地域でのスポーツ環境づ
くりに努める。

・地域での障がい者スポー
ツ振興策

評価コメント

組織運営

A:良好である　B:ほぼ良好である　Ｃ：やや課題がある　D:課題が多い　

事業実績

団体の経営評価
報告書における
総合評価につい
て

 　「島根県障がい者基本計画」では、スポーツ活動は、心身の発達や健康・体力の保持増進ばかりでなく、障がい
者の自立と社会参加の促進を図るために大切なものであると位置づけている。
  本団体は、障がい者スポーツ大会の企画から実施・運営を行う県内における中核的な団体である。また、県障が
い者スポーツ大会の開催や全国障害者スポーツ大会への選手派遣などの県委託事業のほか、自主事業として、障
がい者スポーツ活動支援助成など障がい者のスポーツ活動を通じた社会参加推進に大きく貢献している。
  現在、スポーツ大会の参加者が高齢化・固定化する傾向がみられるため、たとえば、2020年に開催される東京パ
ラリンピックに向けたスポーツ振興策など、スポーツの裾野を拡げ若年層を始めとした新規参加者を募る工夫が必
要である。

・事業予算の確保

課題の内容等

・賛助会員の加入拡大を図
る
・民間助成金を活用する。

財団の事業費を安定的に確保するた
め、一層の努力を求めたい。

団体のあり方

　本団体は、平成２４年４月に新公益法人制度改革に係る公益財団法人へ移行した
ところであり、各種障がい者スポーツ活動行事の企画・実施・運営を行っている。今
後も引き続き、スポーツ活動の振興・普及を通じた障がい者の社会参加を促進する
活動を継続することが必要である。
　なお、障がい者スポーツ人口の減少や高齢化に対応し、地域スポーツの振興を図
るため、自主事業の更なる拡大が求められる。

　現在、借入金は無く、財務内容はほぼ良好であるが、協会自主事業の財源である
基本財産の運用収入の増加が見込めず、自主事業を実施するうえでの制約要因と
なっている。

　県の委託事業である県障がい者スポーツ大会の開催や全国障害者スポーツ大会
への派遣を実施しているほか、団体の事業として障がい者スポーツ活動支援助成な
どにも取り組んでいる。
　県大会参加者は、参加者の高齢化・固定化や開催地の関係等から目標を達成す
ることができなかった。今年度は、今後の県大会参加者の増加を図るため、来年度
から新たに県大会の競技種目として採用するボッチャ競技の体験会を開催した。
　昨年度から取り組んでいる障がい者スポーツの集いについては、全体の参加者数
は減少したものの、前年度に比べると、特別支援学校などからの参加が多く見られ
た。
　障がい者スポーツ活動支援者の育成等については、島根県障害者スポーツ指導
者協議会と協働して取り組んでおり、支援者数はわずかではあるが増加した。

　県社会福祉協議会と事務局統合し、事務局体制の強化を図り、効率的な組織運
営を行っている。
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県の人的関与
について

　県から江津清和養護学校校長が、障がい児教育に関する知見のあ
るものとして、非常勤の理事（１名）に選任されている。
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